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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに接続された無線データカードであって、
　前記コンピュータによって送信されたドメインネームシステム（ＤＮＳ）解決要求を検
出して前記無線データカード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、
通知メッセージを送信するように適合された、検出モジュールと、
　前記検出モジュールによって送信された前記通知メッセージを受信し、前記ユーザアカ
ウント情報を入力するようユーザに促すためのプロンプト情報を前記コンピュータに送信
し、前記コンピュータが前記ユーザアカウント情報を使用して前記無線データカードを介
してインターネットにアクセスすることが可能なように、入力されたユーザアカウント情
報を前記無線データカード内に書き込むように適合された、実行モジュールと、
　前記コンピュータにプライベートインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを割り当
てるように適合された、アドレス割り当てモジュールと、
　前記プライベートＩＰアドレスと、前記コンピュータのパブリックＩＰアドレスとの間
で、アドレスを変換するように適合された、アドレス変換モジュールと、
　前記無線データカードを介して前記コンピュータとインターネットとの間でデータを伝
送するように適合された、トランスポートコントロールプロトコル（ＴＣＰ）モジュール
と、
　前記ユーザによって入力された前記ユーザアカウント情報と、事前設定されたデフォル
トのアカウント情報とを記憶するように適合された、記憶ユニットと
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　を備え、
　前記デフォルトのアカウント情報は、前記無線データカードの事業者のサーバにログイ
ンして、前記ユーザアカウント情報を取得するために使用される、
　無線データカード。
【請求項２】
　前記無線データカードを監視及び設定するためのＧＵＩを前記コンピュータに提供する
ように適合された、グラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）モジュール
　を更に備える、請求項１に記載の無線データカード。
【請求項３】
　前記コンピュータと通信するための前記プライベートＩＰアドレスと、パブリックネッ
トワーク内での通信のための前記パブリックＩＰアドレスとを設定するように適合された
、設定モジュール
　を更に備える、請求項１に記載の無線データカード。
【請求項４】
　前記コンピュータに接続される全ての無線データカードが、同じ前記プライベートＩＰ
アドレスを有する、
　請求項３に記載の無線データカード。
【請求項５】
　トランスポートコントロールプロトコル（ＴＣＰ）モジュールを備えた無線データカー
ドの動作方法であって、前記無線データカードはコンピュータに接続され、前記動作方法
は、
　前記コンピュータによって送信されたドメインネームシステム（ＤＮＳ）解決要求を検
出して前記無線データカード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、
前記コンピュータにプロンプト情報を送信し、ここで、前記プロンプト情報は、前記ユー
ザアカウント情報を入力するようユーザに促し、前記コンピュータが前記ユーザアカウン
ト情報を使用して前記無線データカードを介してインターネットにアクセスすることが可
能なように、入力されたユーザアカウント情報を前記無線データカード内に書き込むこと
を含み、
　前記コンピュータにプライベートインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを割り当
て、
　前記プライベートＩＰアドレスと、前記コンピュータのパブリックＩＰアドレスとの間
で、アドレスを変換し、
　前記コンピュータがインターネットにアクセスすることが可能なように、前記ＴＣＰモ
ジュールによって前記無線データカードを介して前記コンピュータとインターネットとの
間でデータを伝送し、
　デフォルトのアカウント情報を使用して、前記無線データカードの事業者のサーバにロ
グインして、前記ユーザアカウント情報を取得する
　ことを更に含む、動作方法。
【請求項６】
　前記デフォルトのアカウント情報は、前記無線データカード内に事前設定される、
　請求項５に記載の、無線データカードの動作方法。
【請求項７】
　前記無線データカードを監視及び設定するためのグラフィックユーザインタフェース（
ＧＵＩ）を、前記コンピュータに提供すること
　を更に含む、請求項５に記載の、無線データカードの動作方法。
【請求項８】
　前記コンピュータと通信するための前記プライベートＩＰアドレスと、パブリックネッ
トワーク内での通信のための前記パブリックＩＰアドレスとが、前記無線データカード内
に設定される、
　請求項５に記載の、無線データカードの動作方法。
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【請求項９】
　前記コンピュータに接続される全ての無線データカードが、同じ前記プライベートＩＰ
アドレスを有する、
　請求項８に記載の、無線データカードの動作方法。
【請求項１０】
　トランスポートコントロールプロトコル（ＴＣＰ）モジュールを備えた無線データカー
ドの動作方法であって、前記無線データカードはコンピュータに接続され、前記動作方法
は、
　前記コンピュータによって送信されたドメインネームシステム（ＤＮＳ）解決要求を検
出して前記無線データカード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出し、
　前記ＤＮＳ解決要求を検出して前記無線データカード内にユーザアカウント情報が存在
しないことを検出した後、通知メッセージを送信し、
　前記通知メッセージに対し前記ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促すため
のプロンプト情報を送信し、
　前記コンピュータが前記ユーザアカウント情報を使用して前記無線データカードを介し
てインターネットにアクセスすることが可能なように、入力されたユーザアカウント情報
を前記無線データカード内に書き込むことを含み、
　前記コンピュータにプライベートインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを割り当
て、
　前記プライベートＩＰアドレスと、前記コンピュータのパブリックＩＰアドレスとの間
で、アドレスを変換し、
　前記コンピュータがインターネットにアクセスすることが可能なように、前記ＴＣＰモ
ジュールによって前記無線データカードを介して前記コンピュータとインターネットとの
間でデータを伝送し、
　前記ユーザによって入力された前記ユーザアカウント情報と、事前設定されたデフォル
トのアカウント情報とを記憶することを更に含み、
　前記デフォルトのアカウント情報は、前記無線データカードの事業者のサーバにログイ
ンして、前記ユーザアカウント情報を取得するために使用される、
　動作方法。
【請求項１１】
　前記無線データカードを監視及び設定するためのＧＵＩを前記コンピュータに提供する
　ことを更に含む、請求項１０に記載の動作方法。
【請求項１２】
　前記コンピュータと通信するための前記プライベートＩＰアドレスと、パブリックネッ
トワーク内での通信のための前記パブリックＩＰアドレスとを設定することを更に含む、
請求項１０に記載の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００８年９月２４日に出願された中国特許出願第２００８１０１６１２６
９．２号の優先権を主張する、２００９年９月１６日に出願された国際出願ＰＣＴ／ＣＮ
２００９／０７３９７９号の継続出願であり、当該両出願はそれらの全体が参照により本
明細書中に援用される。
【０００２】
　本発明は、通信分野に関し、特に、無線データカードと、無線データカードの動作方法
とに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）は、コンピュータをローカルエリアネッ
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トワーク（ＬＡＮ）に接続するために、コンピュータ内に取り付けられる機器である。Ｎ
ＩＣは、コンピュータとネットワーク伝送媒体との間の物理的接続及び電気的信号マッチ
ングを実施するための、コンピュータとネットワーク伝送媒体とを接続するインタフェー
スとして動作し、データフレームの送信及び受信と、データフレームのカプセル化及び脱
カプセル化と、データの符号化及び復号化と、データのバッファリングと、媒体アクセス
の制御とに関与する。
【０００４】
　従来のイーサネット（登録商標）ＮＩＣは、単機能であり、単純な環境内で動作する。
通常、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスのみが、製造プロセスにおいてＮＩＣ内にプ
ログラムされる。ネットワークの下位レイヤにおける物理的伝送プロセスにおいて、ホス
トは、ＭＡＣアドレスによって識別される。
【０００５】
　ＮＩＣが取り付けられる場合、ＮＩＣを管理するためのドライバが、コンピュータのオ
ペレーティングシステム内にインストールされる必要がある。現在、様々な製造業者のＮ
ＩＣのための内蔵ドライバが、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステム内
に一般に設定されている。従って、イーサネット（登録商標）ＮＩＣは、一般に、プラグ
アンドプレイである。
【０００６】
　しかし、広帯域無線ネットワーク通信が可能な無線データカードは、有線イーサネット
（登録商標）ＮＩＣよりはるかに複雑な環境内で動作し、無線ネットワーク環境に応じた
、設定されるべき大量のデータを含む。同時に、無線データカードは、装置認証及びユー
ザ認証機能を提供する必要があるという点で、有線イーサネット（登録商標）ＮＩＣとは
異なっている。
【０００７】
　従来の解決法においては、ドライバコンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－Ｒ
ＯＭ）が、無線データカードの制御ソフトウェアとして、無線データカードに添付されて
いる。すなわち、無線データカードが動作する前に、ユーザは、ドライバＣＤ－ＲＯＭを
使用することによって無線データカードのドライバをインストールし、認証情報を設定す
る必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明を実施するプロセスにおいて、発明者は、従来技術における少なくとも以下の問
題を見い出した。ユーザが、コンピュータを交換し、新しいコンピュータ上で無線データ
カードを使用したい場合、ユーザは、無線データカードのドライバを再度インストールし
なければならず、これは面倒である。更に、ドライバＣＤ－ＲＯＭは紛失しやすく、紛失
はユーザに多大な不都合をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態は、ユーザが、コンピュータのオペレーティングシステム内にいかな
るプログラムもインストールすることなしに、無線ネットワークにアクセスすることを可
能にする、無線データカードを提供する。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、無線データカードが提供される。無線データカードは、コン
ピュータに接続され、
　コンピュータによって送信されたドメインネームシステム（ＤＮＳ）解決要求を検出し
、かつ、無線データカード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、通
知メッセージを送信するように適合された、検出モジュールと、
　検出モジュールによって送信された通知メッセージを受信し、ユーザアカウント情報を
入力するようユーザに促すためのプロンプト情報をコンピュータに送信し、（コンピュー
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タが、ユーザアカウント情報を使用して、無線データカードを介してインターネットにア
クセスすることが可能なように）入力されたユーザアカウント情報を無線データカード内
に書き込むように適合された、実行モジュールとを含む。
【００１１】
　本発明の一実施形態では、無線データカードの動作方法が提供される。無線データカー
ドはコンピュータに接続され、動作方法は、
　コンピュータによって送信されたＤＮＳ解決要求を検出し、かつ、無線データカード内
にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、コンピュータにプロンプト情報
を送信し（ここで、プロンプト情報は、ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促
し）、（コンピュータが、ユーザアカウント情報を使用して、無線データカードを介して
インターネットにアクセスすることが可能なように）入力されたユーザアカウント情報を
無線データカード内に書き込むことを含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による無線データカード、及びその動作方法は、ドライバをインストールする必
要をなくし、ドライバＣＤ－ＲＯＭの紛失によってもたらされる不都合を防止し、追加の
メモリを必要とせず、低コストでユーザを助ける。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態による無線データカードの構成を示す概略図である。
【図２】本発明の第２の実施形態による無線データカードの構成を示す概略図である。
【図３】本発明の第３の実施形態による、無線データカードの動作方法のフローチャート
を示す概略図である。
【図４】本発明の第４の実施形態による、無線データカードの動作方法のフローチャート
を示す概略図である。
【図５】本発明の第４の実施形態による、ＭＡＣアドレスの設定を示す概略図である。
【図６】従来技術における、従来の無線データカードのプロトコルモデルを示す概略図で
ある。
【図７】本発明の第４の実施形態による動作方法に基づく、無線データカードのプロトコ
ルモデルを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態について、添付の図面を参照して以下に説明する。
【００１５】
実施形態１
　図１は、本発明の第１の実施形態による無線データカードの構成を示す概略図である。
図１に示すように、本実施形態による無線データカードは、検出モジュール１と、実行モ
ジュール２とを含む。
【００１６】
　この実施形態において、無線データカードがコンピュータに接続された後、検出モジュ
ールは、コンピュータによって送信されたＤＮＳ解決要求を検出し、かつ、無線データカ
ード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、実行モジュール２に通知
メッセージを送信し、検出モジュール１から送信された通知メッセージを受信した後、実
行モジュール２は、ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促すためのプロンプト
情報をコンピュータに送信し、ユーザアカウント情報を無線データカード内に書き込む。
【００１７】
　検出及び促すことなどの、前述の動作は、ユーザが、無線データカードを使用して、初
めてインターネットにアクセスする場合のみ発生する。プロンプト情報は、コンピュータ
上の、ウィンドウ内又はＷｅｂページ上で提供されてもよい。
【００１８】
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　コンピュータは、ユーザアカウント情報を、無線データカードを介してインターネット
にアクセスするために使用する。従って、実行モジュールがユーザアカウント情報を書き
込んだ後、コンピュータは、ユーザアカウント情報を直接使用することができ、ユーザは
、無線データカードを介して、Ｗｅｂサイトにアクセスして、コンテンツをブラウズ又は
ダウンロードすることができる。ユーザは、ドライバをインストールする手数と、ドライ
バＣＤ－ＲＯＭの紛失によってもたらされる不都合とから解放される。この解決法は、追
加のメモリを必要とせずに、低コストで動作する。
【００１９】
実施形態２
　図２は、本発明の第２の実施形態による無線データカードの構成を示す概略図である。
図２に示すように、この実施形態における無線データカードは、検出モジュール１と、実
行モジュール２と、記憶ユニット３と、アドレス割り当てモジュール４と、アドレス変換
モジュール５と、グラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）モジュール６と、設定モ
ジュール７とを含む。
【００２０】
　この実施形態において、設定モジュール７は、無線データカード内に、コンピュータと
通信するための第１の物理アドレスと、パブリックネットワーク内での通信のための（図
５に示すような）第２の物理アドレスとを設定する。従って、インターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスを無線データカードに割り当てる際には、第１の物理アドレスに対応す
るプライベートＩＰアドレスと、第２の物理アドレスに対応するパブリックＩＰアドレス
とが、同時に無線データカードに割り当てられる。例えば、図５において、第１の物理ア
ドレスに対応するプライベートＩＰアドレスは、１９２．１６８．１．１であり、第２の
物理アドレスに対応するパブリックＩＰアドレスは、１０．１２２．１５０．６である。
【００２１】
　前述の物理アドレスは、ハードウェアアドレス、又はＭＡＣアドレスとしても知られて
いる。物理アドレスは、無線データカード内にプログラムされており、ＬＡＮノードの識
別子を含む。ネットワークの下位レイヤにおける物理的伝送プロセスにおいて、ホストは
、物理アドレスによって識別される。すなわち、データを伝送する際には、物理アドレス
が、データを送信又は受信するコンピュータを識別する。一般に、物理アドレスは、グロ
ーバルに一意である。
【００２２】
　この実施形態において、プライベートＩＰアドレスは、パブリックネットワーク内には
決して伝搬されず、かつ、コンピュータとの通信のためにのみ使用されるため、全ての無
線データカードは、同じ第１の物理アドレスを有してもよい。
【００２３】
　無線データカードがコンピュータに接続された後、検出モジュール１は、コンピュータ
によって送信されたＤＮＳ解決要求を検出し、かつ、無線データカードの記憶ユニット３
内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出した後、実行モジュール２に通知メッ
セージを送信し、検出モジュール１から送信された通知メッセージを受信した後、実行モ
ジュール２は、ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促すための、ウィンドウ又
はＷｅｂページを介したプロンプト情報をコンピュータに送信し、ユーザアカウント情報
を記憶ユニット３内に書き込む。
【００２４】
　実行モジュール２がユーザアカウント情報を記憶ユニット３内に書き込んだ後、コンピ
ュータは、ユーザアカウント情報を直接使用して、無線データカードを介してインターネ
ットにアクセスすることができる。この場合、アドレス割り当てモジュール４は、コンピ
ュータにプライベートＩＰアドレスを割り当て、アドレス変換モジュール５は、プライベ
ートＩＰアドレスをコンピュータのパブリックＩＰアドレスに変換し、これにより、コン
ピュータは、インターネットと通信することができる。
【００２５】
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　アドレス変換モジュール５は、以下の方法で動作する。
【００２６】
　ステップ１：アドレス割り当てモジュール４がプライベートＩＰアドレスをコンピュー
タに割り当てた後、コンピュータは、インターネットにアクセスするために、アドレス変
換モジュール５にパケットを送信する。パケットは、宛先アドレス（アクセスされるＷｅ
ｂサイトのＩＰアドレス）と、送信元アドレス（コンピュータのプライベートＩＰアドレ
ス）とを運ぶ。
【００２７】
　ステップ２：アドレス変換モジュール５は、アドレスを変換し、すなわち、パケット内
の送信元アドレスを、コンピュータのパブリックＩＰアドレスに修正し、次に、修正され
たパケットをＷｅｂサイトに送信する。
【００２８】
　ステップ３：Ｗｅｂサイトは、アドレス変換モジュール５に、パケットをフィードバッ
クする。このパケット内では、送信元アドレスは、ＷｅｂサイトのＩＰアドレスであり、
宛先アドレスは、コンピュータのパブリックＩＰアドレスである。
【００２９】
　ステップ４：アドレス変換モジュール５は、アドレスを変換し、すなわち、Ｗｅｂサイ
トによって送信されたパケット内の宛先アドレスを、コンピュータのプライベートＩＰア
ドレスに修正し、次に、修正されたフィードバックパケットをコンピュータに送信する。
【００３０】
　デフォルトのアカウント情報が、記憶ユニット３内に事前に記憶されている。デフォル
トのアカウント情報は、コンピュータが、無線データカードを介して、無線データカード
の事業者のサーバにログインして、任意のＷｅｂサイトにアクセスするためのユーザアカ
ウント情報を取得することを可能にする。
【００３１】
　この実施形態において、無線データカードは、ＧＵＩ（これを介して、無線データカー
ドが監視及び設定され、ユーザは、無線データカードの動作状態及び統計情報を視覚的に
見ることができる）をコンピュータに提供するように適合された、ＧＵＩモジュール６を
更に含んでもよい。
【００３２】
　この実施形態における無線データカードは、ドライバのインストールを不要にし、ドラ
イバＣＤ－ＲＯＭの紛失によってもたらされる不都合を防止し、追加のメモリを必要とせ
ず、低コストで動作する。ユーザは、無線データカードの使用に関する面倒な操作及び設
定から解放され、ＧＵＩは、動作情報をユーザが見ることを容易にする。
【００３３】
実施形態３
　図３は、本発明の第３の実施形態による、無線データカードの動作方法のフローチャー
トを示す概略図である。図３に示すように、方法は、以下のステップを含む。
【００３４】
　ステップＳ０１：コンピュータによって送信されたＤＮＳ解決要求を検出し、無線デー
タカード内にユーザアカウント情報が存在しないことを検出する。
【００３５】
　ステップＳ０２：ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促すためのプロンプト
情報をコンピュータに送信し、入力されたユーザアカウント情報を無線データカード内に
書き込む。
【００３６】
　この実施形態において、無線データカードがコンピュータに接続された後、ステップＳ
０１を介して、コンピュータによって送信されたＤＮＳ解決要求が検出され、無線データ
カードの記憶ユニット内にユーザアカウント情報が存在しないことが検出され、次に、ス
テップＳ０２が実行される、すなわち、ユーザアカウント情報を入力するようユーザに促
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すためのプロンプト情報がコンピュータに送信され、ユーザアカウント情報が無線データ
カード内に書き込まれる。
【００３７】
　検出及び促すことなどの、前述の動作は、ユーザが、無線データカードを使用して、初
めてインターネットにアクセスする場合のみ発生する。プロンプト情報は、コンピュータ
上の、ウィンドウ内又はＷｅｂページ上で提供されてもよい。
【００３８】
　コンピュータは、ユーザアカウント情報を、無線データカードを介してインターネット
にアクセスするために使用する。従って、実行モジュールがユーザアカウント情報を書き
込んだ後、コンピュータは、ユーザアカウント情報を直接使用することができ、ユーザは
、無線データカードを介して、Ｗｅｂサイトにアクセスして、コンテンツをブラウズ又は
ダウンロードすることができる。ユーザは、ドライバをインストールする手数と、ドライ
バＣＤ－ＲＯＭの紛失によってもたらされる不都合とから解放される。この解決法は、追
加のメモリを必要とせずに、低コストで動作する。
【００３９】
実施形態４
　図４は、本発明の第４の実施形態による、無線データカードの動作方法のフローチャー
トを示す概略図である。図４に示すように、方法は、以下のステップを含む。
【００４０】
　ステップＳ２０：プライベートＩＰアドレスを割り当て、プライベートＩＰアドレスを
パブリックＩＰアドレスに変換する。
【００４１】
　ステップＳ２１：デフォルトのアカウント情報を使用して、サービスＷｅｂサイトにア
クセスし、ユーザアカウント情報を取得する。
【００４２】
　ステップＳ２２：ＤＮＳ解決要求を検出し、無線データカード内にユーザアカウント情
報が存在しないことを検出する。
【００４３】
　ステップＳ２３：ユーザアカウント情報を入力するようユーザに要求する、Ｗｅｂペー
ジを表示する。
【００４４】
　ステップＳ２４：ユーザアカウント情報を、データカード内に書き込む。
【００４５】
　この実施形態において、ネットワークへの初期アクセスのために必要とされる設定情報
は、無線データカードがネットワークへの初期アクセスを可能にすることを確実にするた
めに、製造プロセスにおいて無線データカード内に書き込まれる。設定情報は、ネットワ
ークにアクセスするための周波数と、帯域幅と、事業者情報と、ＭＡＣアドレスとを含む
。設定情報は、初期認証のための証明書（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　ｆｏｒ　ｉｎｉｔｉ
ａｌ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ）を更に含んでもよく、又は認証は、加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）カードを介して実行される。
【００４６】
　無線データカードを使用するには、ユーザが無線データカードをコンピュータ内に挿入
し、これにより、無線データカードは、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェ
ースを介して、最初に電源が投入される。このとき、無線データカードのダウンリンクイ
ンタフェース部及びアップリンクインタフェース部の両方が同時に動作する。
【００４７】
　ダウンリンクインタフェース部において、無線データカードは、そのダイナミックホス
ト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）モジュールと、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）モジ
ュールと、ＤＮＳスヌーピングモジュールとを起動する。ＤＨＣＰモジュールは、無線デ
ータカードが挿入されたコンピュータに、プライベートＩＰアドレスを割り当てる。ＮＡ
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Ｔモジュールは、プライベートＩＰアドレスをパブリックＩＰアドレスに変換する（ステ
ップＳ２０）。起動後に、ＤＮＳスヌーピングモジュールは、ユーザが、ユーザアカウン
ト情報が取得された後に、ブラウザを介してインターネットにアクセスするかどうかを、
及び、ユーザが、取得されたユーザアカウント情報を入力したかどうかを、検出し続ける
。
【００４８】
　アップリンクインタフェース部において、ネットワークに最初にアクセスするための手
順が開始され、アップリンクチャネルがセットアップされ、これにより、ユーザは、無線
データカード内に設定されたデフォルトのアカウント情報を使用して、Ｗｅｂブラウザを
介して、事業者のセルフサービスＷｅｂサイトにログインすることができる。Ｗｅｂサイ
ト内で、ユーザは、アカウントを開き、様々な無線ネットワークサービスを購入する。こ
のようにして、ユーザアカウント情報が取得される（ステップＳ２１）。ステップＳ２１
において、無線データカードがセルフサービスＷｅｂサイトと通信できるように、ＮＡＴ
モジュールは、パブリックＩＰアドレスとプライベートＩＰアドレスとの間の変換を実行
する必要がある。
【００４９】
　アカウントを開くことの完了後に、ユーザは、無線データカードをリセットする必要が
ある。無線データカードは、以下のようにしてリセットされてもよい。無線データカード
をコンピュータから取り出し、次に、再度挿入する、又は、事業者のセルフサービスＷｅ
ｂサイトからユーザアカウント情報を取得し、次に、無線データカードによって提供され
る管理ページを操作して、無線データカードをリセットする。
【００５０】
　ユーザアカウント情報は無線データカード内に書き込まれていないので、無線データカ
ードのアップリンクインタフェース部は、Ｗｅｂサイトにアクセスすることができない。
この場合、ユーザがＷｅｂブラウザを介してインターネットにアクセスするならば、無線
データカード上のＤＮＳスヌーピングモジュールが、ユーザのＤＮＳ解決要求を検出し、
ユーザアカウント情報がユーザによって提供されていないことを検出するため（ステップ
Ｓ２２）、ユーザアカウント情報を入力するようユーザに要求する、ユーザアカウント情
報を入力するためのＷｅｂページがプロンプトされる（ステップＳ２３）。ユーザアカウ
ント情報を、ユーザが取得し、無線データカード内に書き込んだかどうかを検出する方法
は、無線データカード内に記録されているユーザアカウント情報が、依然として、事業者
のセルフサービスＷｅｂサイトのデフォルトのアカウント情報であるかどうかを検出する
ことであってもよい。
【００５１】
　ユーザアカウント情報をユーザが入力した後、ユーザアカウント情報は、無線データカ
ード内に書き込まれ（ステップＳ２４）、記憶される。無線データカードは、ネットワー
クにアクセスするための通常の手順を開始し、コンピュータからインターネットまでのチ
ャネルをセットアップする。このとき、ユーザは、Ｗｅｂブラウザを使用してインターネ
ットにアクセスしてもよい。
【００５２】
　本実施形態において提供される無線データカードのＭＡＣアドレスの設定について、以
下に説明する。本実施形態における無線データカードは、コンピュータのＮＩＣ、及びネ
ットワークルータの、両方として動作するため、本実施形態における無線データカードは
、２つのＭＡＣアドレスを必要とする。１つは、パブリックネットワーク上の通信のため
のＭＡＣアドレスであり、もう１つは、コンピュータとの通信のためのＭＡＣアドレス（
ＭＡＣ０）である。ＭＡＣアドレスリソースを節約する目的のために、プライベートネッ
トワークのためのＭＡＣ０はパブリックネットワーク内には決して伝搬されないため、本
実施形態における全ての無線データカードは、プライベートネットワークのための同じＭ
ＡＣアドレス（すなわち、ＭＡＣ０）を有してもよい。このようにして、本実施形態にお
いてＮ個の無線データカードが存在すると仮定すると、そのような無線データカードによ
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て発行される無線データカードの数である。
【００５３】
　比較の目的のために、無線データカードのプロトコルモデル及び無線データカードにつ
いて、図６及び図７を参照して説明する。
【００５４】
　図６は、従来の無線データカードのプロトコルモデルを示す。図６に示すように、従来
の無線データカードは、ＩＰレイヤと、イーサネット（登録商標）レイヤと、物理レイヤ
インタフェース（ＰＨＹ）と、ＭＡＣモジュールと、ＵＳＢモジュールとを含む。本実施
形態では、ＵＳＢインタフェースを有する無線データカードが例として採用される。他の
実施形態で、周辺装置相互接続エクスプレス（ＰＣＩ－Ｅ）インタフェースを有する無線
データカードが適用される場合、図６におけるＵＳＢモジュールがＰＣＩ－Ｅモジュール
に置き換えられることを除き、構成は同様である。
【００５５】
　図７は、本発明の第４の実施形態において提供される動作方法に基づく、無線データカ
ードのプロトコルモデルを示す。図７に示すように、この無線データカードは、ＤＨＣＰ
モジュールとＮＡＴモジュールとがＩＰレイヤに追加されているという点で、及び、トラ
ンスポートコントロールプロトコル（ＴＣＰ）モジュールと、ユーザデータグラムプロト
コル（ＵＤＰ）モジュールと、ＤＮＳスヌーピングモジュールと、Ｗｅｂアプリケーショ
ンモジュールとが追加されているという点で、従来の無線データカードとは異なる。ＤＨ
ＣＰモジュールは、プライベートＩＰアドレスをコンピュータに割り当てるように適合さ
れ、ＮＡＴモジュールは、プライベートＩＰアドレスとコンピュータのパブリックＩＰア
ドレスとの間でアドレスを変換し、ＴＣＰモジュールは、無線データカードがルーティン
グ機能を有することを可能にし、ＤＮＳスヌーピングモジュールは、ユーザのＤＮＳ要求
を検出し、ユーザアカウント情報が無線データカード内に書き込まれているかどうかを検
出し、認証Ｗｅｂページを送信するように適合され、Ｗｅｂアプリケーションモジュール
は、ＴＣＰモジュールと共に動作して、監視及び設定のためのＧＵＩをユーザに提供する
。
【００５６】
　無線データカードが上位レイヤプロトコルを処理することが可能なように、ルーティン
グが可能な内蔵のＴＣＰモジュールが、無線データカード内に配置される。無線データカ
ードを監視及び設定するためのＧＵＩを、無線データカードが提供できるように、Ｗｅｂ
サーバが、無線データカード内に設定されてもよい。ＧＵＩを介して、ユーザは、追加の
ソフトウェアをコンピュータ内にインストールすることなしに、無線データカードの動作
状態及び静的情報を視覚的に見る。
【００５７】
　上述の実施形態では、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウ
ェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ）無線データカードが例として採用される。しかし、本発
明の実施形態は、ＷｉＭＡＸ無線データカードに限定されず、次の３つの３Ｇ移動通信標
準において適用可能である。広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ２０００
（ＣＤＭＡマルチキャリアとしても知られている）、及び時分割同期符号分割多元接続（
ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）。
【００５８】
　本発明の範囲又は精神から逸脱することなく、本発明に対して様々な修正及び変形が行
われることが可能であることは、当業者にとって明らかである。それらの修正及び変形が
、添付の特許請求の範囲又はその均等物によって規定される保護範囲内に入るならば、本
発明は、それらの修正及び変形を包含する。
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